
京 都 御 池 中 学 校 ・複 合 施 設 整 備 等 事 業 の更 新 継 続 についての民 間 活 力 導 入  

可 能 性 調 査 業 務 委 託 受 託 者 選 定 基 準  

 

１  事 業 者 指 名 の基 準  

 ( 1 )  平 成 31 年 度 京 都 市 競 争 入 札 有 資 格 者 名 簿 に登 録 されていること。 

 ( 2 )  本 市 又 は他 自 治 体 等 における PFI 導 入 可 能 性 調 査 業 務 の受 託 実 績 があること。 

 ( 3 )  業 務 期 間 中 ，確 実 に業 務 が遂 行 できる体 制 ・規 模 を有 していること。 

 

２  業 務 実 績 及 び提 案 書 の評 価 項 目  

 

 

３  評 価 について 

 (1) 選 定 委 員 は ， 各 項 目 に つ い て Ａ ～ Ｅ の 評 価 を 行 う も の と す る 。  

 (2) 審 査 点 数 は ， 各 項 目 の 配 点 に ， 評 価 係 数 を 乗 じ た も の を 点 数 と す る 。  

評 価  係 数  評 価 内 容  

Ａ  1.0 優 秀 で あ る ： 高 度 の 能 力 を 有 し て い る 。  

Ｂ  0.8 満 足 で き る ： 十 分 な 能 力 を 有 し て い る  

Ｃ  0.5 平 均 的 で あ る  

Ｄ  0.3 物 足 り な さ を 感 じ る ： 能 力 が 若 干 乏 し い  

Ｅ  0.1 満 足 で き な い ： 業 務 を 委 託 す る こ と に 不 安 が あ る 。 

評

価

分

類  

評 価 項 目  番 号  評 価 内 容  点 数  

実

績  

評

価  

調 査 業 務  

の 実 績  

①  Ｐ Ｆ Ｉ 導 入 可 能 性 調 査 業 務 等 の 法 人 と し て の 実 績  5 点  

②  総 括 担 当 者 ， 主 要 担 当 者 の 実 績 ， 専 門 分 野 等  5 点  

③  事 業 者 と し て の 総 合 能 力 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 能 力 ）  1 0 点  

実 績 評 価 計  2 0 点  

提

案

内

容  

評

価  

基 本 的 事 項  

④  
調 査 業 務 の 実 施 方 針 ， 業 務 の 進 め 方 ， 課 題 認 識 等 の 基 本

的 考 え 方  
1 0 点  

⑤  業 務 遂 行 体 制 （ 協 力 会 社 を 含 め る ） 充 実 度 に つ い て  3 点  

⑥  業 務 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て  1 0 点  

⑦  市 と の 協 議 ・ 打 合 せ の 方 法 ， 頻 度 に つ い て  7 点  

業 務 実 施  

提 案  

⑧  業 務 実 施 に 当 た っ て の 視 点 ， 提 案 事 項  5 点  

⑨  Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 終 了 時 評 価 の 進 め 方 に 関 す る 提 案  3 点  

⑩  長 期 修 繕 計 画 の 精 査 の 進 め 方 に 関 す る 提 案  5 点  

⑪  施 設 設 備 更 新 に 係 る 方 針 に 基 づ く 施 設 整 備 に 関 す る 提 案  1 0 点  

⑫  民 間 事 業 者 の 参 入 意 向 把 握 調 査 の 実 施 方 法  7 点  

提 案 書 内 容 評 価 計  6 0 点  
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４  価 格 評 価 について（ 満 点 20 点 ） 

 (1) 価 格 評 価 に つ い て は ， 次 の 算 式 に よ り 点 数 化 す る 。  

  （ 最 低 入 札 価 格 ÷入 札 価 格 ） ×価 格 評 価 の 配 点 （ 20 点 ）  

 (2) 小 数 点 以 下 に つ い て は ， 第 2 位 を 四 捨 五 入 す る も の と す る 。  

(3) 価 格 評 価 点 の 例  

・ A 社 の 入 札 価 格 が 6,500 千 円 ， 最 低 入 札 価 格 が 6,000 千 円 で あ っ た 場 合  

A 社 の 価 格 評 価 点 ＝ 6,000 千 円 ÷6,500 千 円 ×20 点 ＝ 18.46＝ 18.5 点  

 

５  応 募 者 の得 点 合 計  

  応 募 者 の 得 点 ＝ （ 実 績 評 価 の 得 点 ＋ 提 案 内 容 評 価 の 得 点 ＋ 入 札 価 格 の 得 点 ）

と し ， 総 得 点 の 満 点 は ， 100 点 と す る 。  

 

６  2 事 業 者 以 上 が同 一 最 高 得 点 であ る場 合  

  総 得 点 数 の 最 高 点 が 同 点 の 者 が 複 数 出 た 場 合 は ， 価 格 評 価 に お い て 最 上 位 の

得 点 を 獲 得 し た 事 業 者 を ， 選 定 委 員 会 委 員 で 協 議 の う え ， 選 定 す る 。  

 


